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第３１回農薬専門調査会幹事会議事概要

平成１９年１１月９日（金）　１４：００～１５：００

議事概要：

(１）インダノファン

・審議の結果、０．００３５mg/kg体重/日を一日摂取許容量（ＡＤＩ）とし、食品安全委員会に報告することとなった。

（２）オキソリニック酸

・審議の結果、０．０２１mg/kg体重/日を一日摂取許容量（ＡＤＩ）とし、評価書（案）を一部修正の上、動物用医薬品専門調査会

で審議することとなった。

（３）ジチオピル

・審議の結果、０．００３６mg/kg体重/日を一日摂取許容量（ＡＤＩ）とし、評価書（案）を一部修正の上、食品安全委員会に報告

することとなった。

（４）ブロモブチド

・審議の結果、０．０４mg/kg体重/日を一日摂取許容量（ＡＤＩ）とし、評価書（案）を一部修正の上、食品安全委員会に報告する

こととなった。

＜参考＞

１）除草剤で、水稲に使用し、魚介類への残留基準値の設定が申請されています。

２）殺菌剤で、水稲等に使用します。優先評価物質の一つです。

また今後、動物医薬品専門調査会においても審議されます。

３）除草剤で、水稲に使用し、魚介類への残留基準値の設定が申請されています。

４）除草剤で、水稲に使用し、魚介類への残留基準の設定が申請されています。

２）～４）はポジティブリスト制度導入に伴う残留基準（いわゆる暫定基準）も設定されています。
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